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は
じ
め
に

　

本
稿
に
翻
刻
・
校
注
を
す
る
『
天
地
瑞
祥
志
』
の
詳
細
及
び
凡
例
に
つ
い
て
は
、
前
稿
（『
大
東
文
化
大
学
紀
要
第
60
号
〈
人
文
科
学
〉』
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
さ
れ

た
い
。
本
稿
に
は
前
稿
に
続
き
11
積
薪
よ
り
30
幸
臣
を
掲
載
し
た
が
、
そ
の
間
の
22
大
微
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
都
合
上
次
稿
に
載
す
こ
と
と
し
た
い
。
ま
た
、
23
五
帝
・

24
屛
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
な
対
校
資
料
と
な
る
『
天
文
要
録
』
で
は
当
該
箇
所
が
既
に
残
缼
し
て
お
り
、『
開
元
占
経
』
に
は
当
該
箇
所
に
遺
漏
が
有
る
た
め
、
他
の

星
官
と
比
べ
注
釈
に
不
足
が
目
立
つ
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
・
基
盤
研
究
（
Ｂ
）（
一
般
）・
課
題
番
号20H

01301

「
５
～
12
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
〈
術
数
文
化
〉
の
深
化

と
変
容
」（
代
表
水
口
幹
記
）
の
研
究
成
果
で
あ
る
。
本
書
他
篇
の
翻
刻
・
校
注
に
関
す
る
最
新
の
掲
載
情
報
は
水
口
幹
記
氏
（
藤
女
子
大
学
教
授
）
を
代
表
と
す
る
共

同
研
究
グ
ル
ー
プ
の
「〈
術
数
文
化
〉
網
」
当
該
ペ
ー
ジ（

一
）を

参
照
さ
れ
た
い
。

　

最
後
と
な
る
が
、
該
書
の
翻
刻
を
許
可
し
て
下
さ
っ
た
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
と
同
研
究
所
の
武
田
時
昌
名
誉
教
授
に
記
し
て
謝
意
を
表
す
。

（
一
）http://shushu.tem

m
on.org/tenchi

。
二
〇
二
二
年
九
月
十
四
日
確
認
。

11
①

積
薪
〈
思
秦
反
平
〉
石
氏
曰
一
星
在
積
水
東
入
井
廿
一
度
去
極
六
十
一
度
半
在
黄
道
内
十
度
丈
也
□
□
主
給
庖
〻
厨
給
長
者
也
欲
微
小
吉
明
大
則
人
君
増
庖
厨
熒
惑
守
為
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火
事
〻
〻
大
旱
庖
官
以
火
為
憂
也

11
②

積
薪
〈
思
秦
反
、
平
。〉。
石
氏
曰
、「
一
星
。
在
積
水
東
、
入
井
廿
一
度
、
去
極
六
十
一
度
半
、
在
黃
道
內
十
度
太□

也
。
□
□
主
給
庖
、
庖
廚
給
長
者
也
。
欲
微
小
、
吉
。

明
大
、
則
人
君
增
庖
廚
。
熒
惑
守
、
爲
火
事
、
火
事
大
旱
。
庖
官
以
火
爲
憂
也
。」

11
③

積
薪
〈
思（

一
）秦

の
反
、
平
。〉。
石
氏
曰
く
、「
一（

二
）星

。
積
水
の
東
に
在
り
、
井
に
入
る
こ
と
廿
一
度
、
極
を
去
る
こ
と
六
十
一
度
半
、
黃
道
の
內
十
度
太
に
在
る
な
り
。
□

□
庖（

三
）に

給
す
る
を
主
り
、
庖
廚
は
長
者
に
給
す
る
な
り
。
微
小
な
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
吉
な
り
。
明
か
に
し
て
大
な
れ
ば
、
則
ち
人
君
庖
廚
を
增
す
。
熒（

四
）惑

守
せ
ば
、
火
事

と
爲
し
、
火
事
あ
れ
ば
大
い
に
旱
あ
り
。
庖
官
は
火
を
以
て
憂
と
爲
す
な
り
。」
と
。

11
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
四
十
四
艸
部

　
　

薪
、
胥
秦
反
。

（
二
）『
三
家
簿
讚
』（
若
杉
家
本
石
氏
簿
讚
。
以
下
同
）

　
　

積
薪
、
一
星
。
在
積
水
東
南
。〈
積
薪
一
星
、
主
給
苞
。〉

『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮

　
　

積
薪
、
一
星
。
在
積
水
東
北
、
供
庖
廚
之
正
也
。

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
六
、
石
氏
中
官
、
積
薪
星
占
四
十
二

　
　

石
氏
曰
、「
積
薪
、
一
星
。
在
積
水
東
南
、
入
井
二
十
一
度
半
、
去
極
六
十
一
度
半
、
在
黃
道
內
十
度
太
。」

（
三
）『
開
元
占
經
』
卷
六
十
六
、
石
氏
中
官
、
積
薪
星
占
四
十
二

　
　

石
氏
曰
、「
積
薪
、
明
大
、
則
人
君
增
庖
厨
。」
…
…
。
石
氏
『
讚
』
曰
、「
積
薪
、
一
星
。
主
給
庖
。」

（
四
）『
開
元
占
經
』
卷
三
十
六
、
熒
惑
占
七
、
熒
惑
犯
石
氏
中
官
下
、
熒
惑
犯
積
薪
四
十
二

　
　

石
氏
曰
、「
熒
惑
守
積
薪
、
大
旱
。
爲
火
事
、
庖
官
以
火
爲
憂
。」

12
①

水
位
〈
惟
秘
反
去
〉
石
氏
曰
四
星
在
井
東
南
北
列
南
星
入
井
十
九
度
半
去
極
七
十
二
度
主
水
衡
也
木
火
守
犯
之
百
川
溢
□
□
郗
萌
曰
歳
星
出
其
南
大
旱
也

12
②

水
位
〈
惟
秘
反
、
去
。〉。
石
氏
曰
、「
四
星
。
在
井
東
、
南
北
列
、
南
星
入
井
十
九
度
半
、
去
極
七
十
二
度
。
主
水
衡
也
。
木
・
火
守
・
犯
之
、
百
川
溢
。」
郗
萌
曰
、「
歲

星
出
其
南
、
大
旱
也
。」

12
③

水
位
〈
惟（

一
）秘

の
反
、
去
。〉。
石
氏
曰
く
、「
四（

二
）星

。
井
の
東
に
在
り
、
南
北
に
列
し
、
南
星
は
井
に
入
る
こ
と
十
九
度
半
、
極
を
去
る
こ
と
七
十
二
度
。
水
衡
を
主
る
な
り
。
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木（
三
）・

火
之
を
守
・
犯
せ
ば
、
百
川
溢
る
。」
と
。
郗
萌
曰
く
、「
歲（

四
）星

其
の
南
に
出
づ
れ
ば
、
大
い
に
旱
あ
る
な
り
。」
と
。

12
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
七
人
部

　
　

位
、
胡
愧
反
。

※
廣
韻
は
、
位
・
秘
・
愧
、
倶
に
去
六
至
。

（
二
）『
三
家
簿
讚
』（
石
氏
星
官
簿
讚
）

　
　

水
位
、
四
星
。
在
東
井
北
、
南
北
列
。〈
水
位
四
星
、
冩
溢
流
。〉

『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮

　
　

水
位
、
四
星
。
在
積
薪
東
、
主
水
衡
。
客
星
若
水
・
火
守
・
犯
之
、
百
川
流
溢
。

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
六
、
石
氏
中
官
、
水
位
星
占
四
十
三

　
　

石
氏
曰
、「
水
位
、
四
星
。
在
東
井
東
、
南
北
列
、
南
星
入
井
十
九
度
半
、
去
極
七
十
二
度
半
、
在
黃
道
外
三
度
太
。」

（
三
）
注
（
二
）
所
引
『
晉
書
』
天
文
志
を
参
照
。

『
開
元
占
經
』
卷
二
十
八
、
歲
星
占
六
、
歲
星
犯
石
氏
中
官
、
歲
星
犯
水
位
四
十
二

　
　

石
氏
曰
、「
歲
星
犯
・
守
水
位
、
天
下
以
水
爲
害
、
津
關
不
通
。
一
曰
、
大
水
入
城
郭
、
傷
人
民
。
皆
不
出
其
年
。」

『
開
元
占
經
』
卷
三
十
六
、
熒
惑
占
七
、
熒
惑
犯
石
氏
中
官
下
、
熒
惑
犯
水
位
四
十
三

　
　

石
氏
曰
、「
熒
惑
犯
・
守
水
位
、
天
下
以
水
爲
害
、
津
關
不
通
。
一
曰
、
大
水
入
城
郭
、
傷
人
民
。
皆
不
出
二
年
。」

※
辰
星
占
も
「
傷
」
の
上
に
「
浸
」
字
が
有
る
以
外
熒
惑
占
と
同
じ
。

（
四
）『
開
元
占
經
』
卷
二
十
八
、
歲
星
占
六
、
歲
星
犯
石
氏
中
官
、
歲
星
犯
水
位
四
十
二

　
　

郗
萌
曰
「
歲
星
犯
水
位
、
大
水
。
一
曰
、
出
其
南
、
大
旱
。」

13
①

天
樽
〈
子
昆
反
平
〉
石
氏
曰
三
星
在
東
井
北
□
□
晋
志
曰
天
樽
主
盛
𨭖𨭖

［
一
］

［
一
］粥

以
給
貧
餧
之

［
一
］
右
旁
に
「
饘
歟
」
の
書
き
入
れ
有
り
。

13
②

天
樽
〈
子
昆
反
、
平
。〉。
石
氏
曰
、「
三
星
。
在
東
井
北
。」『
晉
志
』
曰
、「
天
樽
、
主
盛
饘◯

粥
以
給
貧
餧
。」
之
。

13
③

天
樽
〈
子（

一
）昆

の
反
、
平
。〉。
石
氏
曰
く
、「
三（

二
）星

。
東
井
の
北
に
在
り
。」
と
。『
晉
志
』
に
曰
く
、「
天（

三
）樽

、
饘せ

ん
し
ゆ
く粥

を
盛
り
以
て
貧ひ

ん

餧だ
い

に
給
す
る
を
主
る
。」
と
。
之
な
り
。

13
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
四
十
二
木
部
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樽
、
子
昆
反
。

（
二
）『
三
家
簿
讚
』（
甘
氏
星
官
簿
讚
）

　
　

天
尊
、
三
星
。
在
東
井
北
。〈
〻
〻
愍
民
、
育
幼
孤
。〉

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
九
、
甘
氏
中
官
占
五
、
天
罇
星
占
五
十
九

　
　

甘
氏
曰
、「
天
罇
、
三
星
、
在
東
北
井
。」

（
三
）『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮

　
　

五
諸
侯
南
三
星
曰
天
樽
、
主
盛
饘
粥
以
給
貧
餒
。

14
①

權
〈
渠
圓
反
平
〉
甘
徳
曰
四
星
在
軒
轅
尾
西
〈
土
官
之
〉
權
者
烽
火
之
權
也
邊
亭
之
驚
候
也

14
②

權
〈
渠
圓
反
、
平
。〉。
甘
徳
曰
、「
四
星
。
在
軒
轅
尾
西
〈
土
官
、
之
。〉。
權
者
烽
火
之
權
也
。
邊
亭
之
警□

候
也
。」

14
③

權
〈
渠（

一
）圓

の
反
、
平
。〉。
甘
徳
曰
く
、「
四（

二
）星

。
軒
轅
の
尾
の
西
に
在
り
〈
土（

三
）官

、
之
な
り
。〉。
權（

四
）は

烽
火
の
權
な
り
。
邊
亭
の
警
候
な
り
。」
と
。

14
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
三
十
九
木
部

　
　

權
、
局
圓
反
。

※
同
巻
第
二
十
一
に
は
「
爟
、
公
段
反
。」
と
有
る
。
一
般
に
、
權け

ん

は
平
声
で
用
い
ら
れ
、
木
が
茂
る
意
味
の
時
は
、
去
声
で
あ
り
、
爟か

ん

と
同
音
に
な
る
。
ま
た
、
爟
は

一
般
に
挙
火
・
烽
火
の
意
味
と
し
て
去
声
で
用
い
ら
れ
る
が
、
北
宋
の
『
集
韻
』
は
平
声
二
仙
に
權
と
同
音
の
爟
も
収
録
し
、「
烽
火
」
と
注
す
。
本
条
の
星
は
本
文
に

も
「
烽
火
」
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、
名
を
「
爟
」
に
作
る
方
が
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
『
史
記
』
天
官
書
の
「
權
」
は
「
軒
轅
」
を
指
す
が
、
張
守
節
『
史
記

正
義
』
は
「
權
、
四
星
、
在
軒
轅
尾
西
。
主
烽
火
、
備
警
急
。」
云
々
と
「
爟
」
と
混
同
し
た
注
を
記
し
て
お
り
（
天
官
書
に
「
爟
」
の
記
載
は
無
い
）、
唐
代
の
天
文
文

献
に
お
い
て
抄
写
の
混
乱
が
見
ら
れ
る
文
字
で
あ
る
。
ま
た
本
書
が
平
声
の
音
注
を
施
す
こ
と
か
ら
、
遅
く
と
も
本
書
に
音
注
が
付
さ
れ
た
時
点
で
は
、「
權
」
に
作
っ

て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、『
天
地
瑞
祥
志
』
は
こ
の
星
の
名
を
「
權
」
に
作
っ
た
と
仮
定
し
、「
爟
」
に
改
め
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。

（
二
）『
三
家
簿
讚
』（
甘
氏
星
官
簿
讚
）

　
　

權
、
四
星
。
在
軒
轅
右
角
南
。
一
曰
、
在
尾
西
。〈
權
、
擧
鈴
、
表
遠
近
沈
浮
。〉

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
九
、
甘
氏
中
官
占
五
、
天
罇
星
占
五
十
九

　
　

甘
氏
曰
、「
爟
、
四
星
、
在
軒
轅
尾
南
・
柳
北
。」

（
三
）『
開
元
占
經
』
卷
六
十
九
、
甘
氏
中
官
占
五
、
天
罇
星
占
五
十
九

　
　

巫
咸
曰
、「
爟
、
土
宮
也
。」
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（
四
）『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮

　
　

軒
轅
西
四
星
曰
爟
。
爟
者
烽
火
之
爟
也
。
邊
亭
之
警
候
。

15
①

酒
旗
〈
咨
酒［

一
］反

上
〉
□
徳
曰
三
星
在
軒
轅
右
角
南
酒
燕
會
情
志
歡
虞
□
□
晋
志
曰
酒
官
之
旗
也
□
□
劉
表
曰
五
星
有
酒
旗
天
下
大
脯［

二
］有

酒
宎［

三
］賜

若
爵
宗
室
則
物
之
也

［
一
］「
酉
」
に
作
る
。［
二
］
右
旁
に
「
輔
歟
」
の
書
入
有
り
。［
三
］
右
旁
に
「
肉
歟
」
の
書
入
有
り
。

15
②

酒
旗
〈
咨
酒
反
、
上
。〉。
甘●

徳
曰
、「
三
星
。
在
軒
轅
右
角
南
。
酒
燕
會
、
情
志
歡
虞
。」『
晉
志
』
曰
、「
酒
官
之
旗
也
。」
劉
表
曰
、「
五
星
守□

酒
旗
、
天
下
大
酺□

、
有
酒

宍◯

、
賜
若
爵
宗
室
、
則
物
之
也
。」

15
③

酒
旗
〈
咨（

一
）酒

の
反
、
上
。〉。
甘
徳
曰
く
、「
三（

二
）星

。
軒
轅
の
右
角
の
南
に
在
り
。
酒
燕
の
會
あ
り
、
情
志
よ
り
歡
び
虞た

の

し
む
。」
と
。『
晉
志
』
に
曰
く
、「
酒（

三
）官

の
旗
な
り
。」

と
。
劉
表
曰
く
、「
五（

四
）星

酒
旗
を
守
せ
ば
、
天
下
大
い
に
酺う

た
げし

、
酒
宍
有
り
、
賜
は
る
こ
と
宗
室
に
爵
す
る
が
若
く
、
則
ち
之
に
物
す
る
な
り
。」
と
。

15
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
三
十
酉
部

　
　

酒
、
咨
有
反
。

※
廣
韻
は
、
酒
・
有
、
倶
に
上
四
十
四
有
。
本
文
反
切
下
字
の
「
酒
」
は
或
い
は
同
韻
「
酉
」
の
訛
か
。

（
二
）『
三
家
簿
讚
』（
甘
氏
星
官
簿
讚
）

　
　

酒
旗
、
三
星
。
在
天
尊
南
。〈
酒
旗
謀
燕
會
、
情
志
歡
娯
。
一
曰
、
在
□
袁
右
角
南
。〉

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
九
、
甘
氏
中
官
占
五
、
酒
旗
星
占
五
十
八

　
　

甘
氏
曰
、「
酒
旗
、
三
星
。
在
軒
轅
右
角
。
酒
、
酒
官
也
。
旗
、
旗
官
也
。」

（
三
）『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮
（
隋
志
も
同
文
）

　
　

軒
轅
右
角
南
三
星
曰
酒
旗
、
酒
官
之
旗
也
。
主
宴
饗
飲
食
。
五
星
守
酒
旗
、
天
下
大
酺
、
有
酒
肉
・
財
物
、
賜
若
爵
宗
室
。

（
四
）
注
（
三
）
所
引
『
晉
書
』
天
文
志
も
参
照
。

『
開
元
占
經
』
卷
二
十
九
、
歲
星
占
七
、
歲
星
犯
甘
氏
外
官
二
、
歲
星
犯
酒
旗
五

　
　
『
荊
州
占
』
曰
、「
歲
星
守
酒
旗
、
天
下
大
酺
、
有
酒
肉
・
財
物
、
賜
若
爵
宗
室
。」

『
開
元
占
經
』
卷
三
十
七
、
熒
惑
占
八
、
熒
惑
犯
甘
氏
中
官
二
、
熒
惑
犯
酒
旗
十
四

　
　
『
荊
州
占
』
曰
、「
熒
惑
守
酒
旗
、
天
下
大
酺
、
有
酒
肉
・
財
物
、
賜
若
爵
宗
室
。」

『
開
元
占
經
』
卷
四
十
四
、
塡
星
占
七
、
塡
星
犯
甘
氏
中
官
二
、
塡
星
犯
酒
旗
二

　
　
『
荊
州
占
』
曰
、「
塡
星
守
酒
旗
、
天
下
大
酺
、
有
酒
肉
・
財
物
、
賜
若
爵
宗
室
。」
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『
開
元
占
經
』
卷
五
十
二
、
太
白
占
八
、
太
白
犯
甘
氏
中
官
二
、
太
白
犯
酒
旗
七

　
　
『
荊
州
占
』
曰
、「
太
白
守
酒
旗
、
天
下
大
酺
、
有
酒
肉
・
財
物
、
若
爵
宗
室
。」

『
開
元
占
經
』
卷
五
十
九
、
辰
星
占
七
、
辰
星
犯
甘
氏
中
官
二
、
辰
星
犯
酒
旗
三

　
　
『
荊
州
占
』
曰
、「
辰
星
守
酒
旗
、
天
下
大
酺
、
有
酒
肉
・
財
物
、
賜
若
爵
宗
室
。」

16
①

夭
相
〈
息
諫［

一
］反

去
〉
巫
咸
曰
三
星
在
七
星
大
星
北
□
□
晋
志
曰
天
相
丞
相
之
象
也

［
一
］「
諒
」
に
作
る
。

16
②

天□

相
〈
息
諒◯

反
、
去
。〉。
巫
咸
曰
、「
三
星
。
在
七
星
大
星
北
。」『
晉
志
』
曰
、「
天
相
、
丞
相
之
象
也
。」

16
③

天
相
〈
息（

一
）諒

の
反
、
去
。〉。
巫
咸
曰
く
、「
三（

二
）星

。
七
星
の
大
星
の
北
に
在
り
。」
と
。『
晉
志
』
に
曰
く
、「
天（

三
）相

は
、
丞
相
の
象
な
り
。」
と
。

16
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
十
二
目
部

　
　

相
、
先
亮
反
。

※
廣
韻
は
、
相
・
諒
・
亮
、
倶
に
去
四
十
一
漾
。

（
二
）『
三
家
簿
讚
』（
巫
咸
星
官
簿
讚
）

　
　

天
相
、
三
星
。
在
七
星
大
星
北
。〈
〻
〻
、
爵
服
綵
色
、
顯
光
。〉

『
開
元
占
經
』
卷
七
十
、
巫
咸
中
外
官
、
天
相
星
占
五

　
　

巫
咸
曰
、「
天
相
、
三
星
。
在
七
星
大
星
北
。」

（
三
）『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮

　
　

酒
旗
南
三
星
曰
天
相
、
丞
相
之
象
也
。

『
開
元
占
經
』
卷
七
十
、
巫
咸
中
外
官
、
天
相
星
占
五

　
　

石
氏
曰
、「
天
相
者
、
天
丞
相
也
。」

17
①

軒
轅
〈
虚
言
反
禹
元
反
〉
石
氏
曰
十
七
星
在
七
星
北
大
星
入
張
大
吉
極
七
十
一
度
在
黃
道
内
一
度
少
之
□
□
晋
志
曰
黃
帝
之
神
黃
龍
之
軆
也
后
妃
之
主
士
軆
軄
也
一
曰
東

陵
一
曰
權
星
主
雷
雨
之
神
南
大
星
女
主
也
次
北
一
星
夫
人
也
屏
也
一
将
也
次
北
一
星
妃
也
次
将
也
其
次
諸
星
皆
次
妃
之
属
也
女
主
南
小
星
女
御
也
左
一
星
少
民
后
宗
也
右
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一
星
大
民
大
后
宗
也
其
色
黃
小
而
明
也
□
□
劉
表
曰
軒
轅
欲
小
〻
黃
明
也
消
小
不
見
皇
后
貴
女
不
安
黒
色
大
凶
之
□
□
河
啚
曰
月
行
軒
轅
中
女
主
失
㔟
犯
左
右
角
臣
有
誅

犯
卿
〻
者
憂
□
□
海
中
占
曰
月
犯
女
生［

一
］〻

〻
當
之
應
以
善
事
即
已［

二
］□

□
郗
萌
曰
月
食
軒
轅
女
主
有
憂
之
□
□
黃
帝
占
曰
月
五
星
犯
乗
守
大
飢
皇
后
族
有
誅
□
□
劉
表
曰
嵗嵗

星
守
軒
轅
女
后
有
以
子
争
者
犯
乗
守
左
右
角
大
臣
死
□
□
石
氏
曰
熒
惑
守
軒
轅
若
鈎
巳
宮
中
有
乱
期
百
廿
日
内
放
也
□
□
劉
表
曰
熒
惑
犯
乗
□
主
命
悪
若
郈
〻
憂
各
官
之

逆
行
守
玄
戈
以
妾
為
妻
之
□
□
石
氏
曰
填
星
守
天
下
放
□
□
黃
帝
占
曰
大
乱
易
主
□
□
太
白
犯
成
刑
後
宮
中
有
賊
□
□
光
武
建
武
九
年
七
月
金
犯
大
星
十
月
金
軒
轅
〻
〻

後
宮
之
皇
后
失
㔟
是
時
郭
后
〻
失
㔟
見
踈
癈
為
中
太
后
之
□
□
晋
志
曰
魏
青
龍
四
年
七
月
太
白
犯
軒
轅
大
皇
占
曰
女
主
憂
□
□
景
初
元
年
皇
后
毛
氏
崩
□
□
□
□
晋
成
帝

咸
康
六
年
六
月
太
白
犯
軒
轅
太
皇
七
年
三
月
杜
皇
后
崩
□
□
穆
帝
永
和
四
年
七
月
太
白
犯
軒
轅
占
在
趙
及
為
□
喪
太
元
五
年
七
月
辰
星
犯
軒
轅
有
女
主
憂
九
月
王
氏
皇
后
崩

［
一
］
右
旁
に
「
主
」
の
書
入
有
り
。［
二
］
右
旁
に
「
亡
歟
」
の
書
入
有
り
。

17
②

軒
轅
〈
虛
言
反
。
禹
元
反
。〉。
石
氏
曰
、「
十
七
星
。
在
七
星
北
、
大
星
入
張
太□

、
去□

極
七
十
一
度
、
在
黃
道
內
一
度
少
。」
之
。『
晉
志
』
曰
、「
黃
帝
之
神
、
黃
龍
之
體
也
。

后
妃
之
主
、
士
（
軆□

）
職
也
。
一
曰
東
陵
、
一
曰
權
星
。
主
雷
雨
之
神
。
南
大
星
、
女
主
也
。
次
北
一
星
、
夫
人
也
、
屛
也
、
一
將
也
。
次
北
一
星
、
妃
也
、
次
將
也
。

其
次
諸
星
、
皆
次
妃
之
屬
也
。
女
主
南
小
星
、
女
御
也
。
左
一
星
、
少
民
、
后
宗
也
。
右
一
星
、
大
民
、
太□

后
宗
也
。
其
色
黃
、
小
而
明
也
。」
劉
表
曰
、「
軒
轅
、
欲
小

小
黃
明
也
。
消
小
不
見
、
皇
后
・
貴
女
不
安
。
黑
色
、
大
凶
。」
之
。『
河
圖
』
曰
、「
月
行
軒
轅
中
、
女
主
失
勢
。
犯
左
右
角
、
臣
有
誅
。
犯
御□

、
御□

者
憂
。」『
海
中
占
』
曰
、

「
月
犯
女
主◯

、
女
主
當
之
。
應
以
善
事
卽
已
。」
郗
萌
曰
、「
月
食
軒
轅
、
女
主
有
憂
。」
之
。『
黃
帝
占
』
曰
、「
月
・
五
星
犯
・
乘
・
守
、
大
飢
、
皇
后
族
有
誅
。」
劉
表
曰
、

「
歲
星
守
軒
轅
、
女
后
有
以
子
爭
者
。
犯
・
乘
・
守
左
右
角
、
大
臣
死
。」
石
氏
曰
、「
熒
惑
守
軒
轅
、
若
鈎
巳
、
宮
中
有
亂
。
期
百
廿
日
。
內
放
也
。」
劉
表
曰
、「
熒
惑
犯
・

乘
・
守□

、
主
命
惡
。
若
后●

、
后●

憂
。
各
官
之
。
逆
行
守
玄
戈
、
以
妾
爲
妻
。」
之
。
石
氏
曰
、「
塡
星
守
、
天
下
放
。」『
黃
帝
占
』
曰
、「
大
乱
、
易
主
。」「
太
白
犯
、
成
刑
、

後
宮
中
有
賊
。」
光
武
建
武
九
年
七
月
、金
犯
大
星
。
十
月
、金
軒
轅
。
軒
轅
、後
宮
之
官□

。
皇
后
失
勢
。
是
時
郭
后
。
后
失
勢
見
疎
。
癈
爲
中
山□

太
后
。
之
。『
晉
志
』
曰
、

「
魏
青
龍
四
年
七
月
、
太
白
犯
軒
轅
大
星□

。
占
曰
、『
女
主
憂
。』
景
初
元
年
、
皇
后
毛
氏
崩
。
晉
成
帝
咸
康
六
年
六
月
、
太
白
犯
軒
轅
大□

星□

。
七
年
三
月
、
杜
皇
后
崩
。

穆
帝
永
和
四
年
七
月
、
太
白
犯
軒
轅
。
占
、『
在
趙
。』
及
『
爲
兵□

・
喪
。』
太
元
五
年
七
月
、
辰
星
犯
軒
轅
、
有
女
主
憂
。
九
月
、
王
氏
皇
后
崩
。」

17
③

軒
轅
〈
虛（

一
）言

の
反
。
禹（

二
）元

の
反
〉。
石
氏
曰
く
、「
十（

三
）七

星
。
七
星
の
北
に
在
り
、
大
星
は
張
に
入
る
こ
と
太
、
極
を
去
る
こ
と
七
十
一
度
、
黃
道
內
一
度
少
に
在
り
。」
と
、

之
な
り
。『
晉
志
』
に
曰
く
、「
黃（

四
）帝

の
神
、
黃
龍
の
體
な
り
。
后
妃
の
主
、
士
職
な
り
。
一
に
東
陵
と
曰
ひ
、
一
に
權
星
と
曰
ふ
。
雷
雨
の
神
を
主
る
。
南
の
大
星
は
、

女
主
な
り
。
北
に
次
す
一
星
は
、
夫
人
な
り
、
屛
な
り
、
一
將
な
り
。
北
に
次
す
一
星
は
、
妃
な
り
、
次
將
な
り
。
其
の
次
の
諸
星
は
、
皆
次
妃
の
屬
な
り
。
女
主
の
南

の
小
星
は
、
女
御
な
り
。
左
の
一
星
は
、
少
民
、
后
の
宗
な
り
。
右
の
一
星
は
、
大
民
、
太
后
の
宗
な
り
。
其
の
色
は
黃
、
小
さ
く
し
て
明
ら
か
な
り
。」
と
。
劉
表
曰
く
、

「
軒（

五
）轅

、
小
小
と
黃
に
し
て
明
ら
か
な
ら
ん
と
欲
す
る
な
り
。
消よ

わ

り
小
さ
く
し
て
見
え
ざ
れ
ば
、
皇
后
・
貴
女
安
ん
ぜ
ず
。
黑
色
な
れ
ば
、
大
い
に
凶
な
り
。」
と
、
之
な

り
。『
河
圖
』
に
曰
く
、「
月（

六
） 

軒
轅
中
を
行
け
ば
、
女
主
勢
を
失
ふ
。
左
右
の
角
を
犯
せ
ば
、
臣
に
誅
せ
ら
る
る
有
り
。
御
を
犯
せ
ば
、
御
者
憂
ふ
。」
と
。『
海
中
占
』

に
曰
く
、「
月（

七
）女

主
を
犯
せ
ば
、
女
主
之
に
當
た
る
。
應（

八
）ず

る
に
善
事
を
以
て
す
れ
ば
卽
ち
已や

む
。」
と
。
郗
萌
曰
く
、「
月（

九
）軒

轅
を
食
せ
ば
、
女
主
に
憂
有
り
。」
と
、
之

な
り
。『
黃
帝
占
』
に
曰
く
、「
月（

十
）・

五
星 

犯
・
乘
・
守
せ
ば
、
大
い
に
飢
ゑ
、
皇
后
の
族
に
誅
せ
ら
る
る
有
り
。」
と
。
劉
表
曰
く
、「
歲（

十
一
）星 

軒
轅
を
守
せ
ば
、
女
后
に

子
を
以
て
爭
ふ
者
有
り
。
左
右
の
角
を
犯
・
乘
・
守
せ
ば
、
大
臣
死
す
。」
と
。
石
氏
曰
く
、「
熒（

十
二
）惑 

軒
轅
を
守
し
、
若
し
く
は
鈎
巳
せ
ば
、
宮
中
に
亂
有
り
。
期
は
百

廿
日
。
內
に
放ゆ

る

さ
る
る
あ
り
。」
と
。
劉
表
曰
く
、「
熒（

十
三
）惑

犯
・
乘
・
守
せ
ば
、
主
命
惡
む
。
若
し
后
あ
れ
ば
、
后
憂
ふ
。
各（

十
四
）〻

之
に
官
あ
り
。
逆（

十
五
）行

し
て
玄
戈
を
守
せ
ば
、
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妾
を
以
て
妻
と
爲
す
。」
と
。
之
な
り
。
石
氏
曰
く
、「
塡（

十
六
）星

守
せ
ば
、
天
下
放ゆ

る

さ
る
。」
と
。『
黃
帝
占
』
に
曰
く
、「
大（

十
七
）い

に
亂
れ
、
主
を
易
ふ
。」
と
。「
太（

十
八
）白

犯
せ
ば
、

刑
を
成
し
、
後
宮
の
中
に
賊
有
り
。」
と
。
光（

十
九
）武

の
建
武
九
年
七
月
、
金 

大
星
を
犯
す
。
十
月
、
軒
轅
に
金
あ
り
。
軒
轅
は
、
後
宮
の
官
な
り
。
皇
后
勢
を
失
ふ
。
是
の

時
は
郭
后
。
后 

勢
を
失
ひ
疎
ん
ぜ
ら
る
。
癈
し
て
中
山
太
后
と
爲
す
。
之
な
り
。『
晉
志
』
に
曰
く
、「
魏（

二
十
）の

青
龍
四
年
七
月
、
太
白 

軒
轅
の
大
星
を
犯
す
。
占
に
曰
く
、

『
女
主
憂
ふ
。』
と
。
景
初
元
年
、
皇
后
毛
氏
崩
ず
。
晉
の
成
帝
の
咸
康
六
年
六
月
、
太
白 

軒
轅
の
太
星
を
犯
す
。
七
年
三
月
、
杜
皇
后
崩
ず
。
穆
帝
の
永
和
四
年
七
月
、

太
白 

軒
轅
を
犯
す
。
占
に
、『
趙
に
在
り
。』
及
び
『
兵
・
喪
と
爲
す
。』
と
。
太
元
五
年
七
月
、辰
星 

軒
轅
を
犯
し
、女
主
の
憂
ふ
る
有
り
。
九
月
、王
氏
皇
后
崩
ず
。」
と
。

17
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
十
八
車
部

　
　

軒
、
虛
言
反
。

（
二
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
十
八
車
部

　
　

轅
、
禹
元
反
。

（
三
）『
三
家
簿
讚
』（
石
氏
星
官
簿
讚
）

　
　

軒
轅
、
十
七
星
。
在
七
星
北
。〈
軒
轅
、
黃
龍
之
軆
、
主
后
妃
。〉

『
開
元
占
經
』
卷
三
十
六
、
熒
惑
占
七
、
熒
惑
犯
石
氏
中
官
下
、
軒
轅
星
占
四
十
四

　
　

石
氏
曰
、「
軒
轅
、
十
七
星
。
在
七
星
北
、
大
星
入
張
太
、
去
極
七
十
一
度
、
在
黃
道
內
一
度
少
。」

（
四
）『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮

　
　

 

軒
轅
、
十
七
星
。
在
七
星
北
。
軒
轅
、
黃
帝
之
神
、
黃
龍
之
體
也
。
后
妃
之
主
、
士
職
也
。
一
曰
東
陵
、
一
曰
權
星
。
主
雷
雨
之
神
。
南
大
星
、
女
主
也
。
次
北

一
星
、
夫
人
也
、
屛
也
、
上
將
也
。
次
北
一
星
、
妃
也
、
次
將
也
。
其
次
諸
星
、
皆
次
妃
之
屬
也
。
女
主
南
小
星
、
女
御
也
。
左
一
星
、
少
民
、
后
宗
也
。
右
一
星
、

大
民
、
太
后
宗
也
。
欲
其
色
黃
小
而
明
也
。

（
五
）『
開
元
占
經
』
卷
六
十
六
、
石
氏
中
官
、
軒
轅
星
占
四
十
四

　
　
『
荊
州
占
』
曰
、「
軒
轅
、
欲
小
小
黃
明
也
。
消
小
不
見
、
皇
貴
妃
不
安
。
黑
色
、
大
凶
。」

（
六
）『
開
元
占
經
』
卷
十
四
、
月
占
四
、
月
犯
石
氏
中
官
一

　
　

 『
帝
覽
嬉
』
曰
、「
月
行
軒
轅
中
、
女
主
失
勢
。
其
所
中
以
官
名
、
名
之
。
一
曰
、
五
官
有
不
治
者
。」
…
…
。『
帝
覽
嬉
』
曰
、「
月
犯
軒
轅
左
右
角
、
臣
有
誅
者
。」『
帝

覽
嬉
』
曰
、「
月
犯
女
御
星
、
女
御
有
憂
。」
郗
萌
曰
、「
月
犯
御
星
、
御
僕
死
。」

（
七
）『
開
元
占
經
』
卷
十
四
、
月
占
四
、
月
犯
石
氏
中
官
一

　
　
『
海
中
占
』
曰
、「
月
犯
軒
轅
大
星
、
女
主
當
之
。」

（
八
）「
應
ず
る
に
」
云
々
は
、
善
行
・
善
政
に
よ
っ
て
対
応
す
れ
ば
災
禍
が
止
ま
り
消
え
る
こ
と
。
本
文
の
「
已
」
や
旁
書
の
「
亡
」
も
災
禍
が
除
か
れ
る
意
味
。
占
辞

中
に
見
ら
れ
る
類
例
は
左
記
の
如
し
。

『
開
元
占
經
』
卷
九
、
日
占
五
、
日
蝕
從
中
起
六

　
　
『
荊
州
占
』
曰
、「
日
蝕
中
央
空
、
主
死
。
期
三
年
。
應
以
善
事
則
消
災
。」
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『
開
元
占
經
』
卷
十
三
、
月
占
三
、
月
與
列
星
相
犯
、
月
犯
心
五

　
　
『 

海
中
占
』
曰
、「
月
犯
心
中
央
星
、
人
主
惡
之
。
犯
其
前
星
、
太
子
惡
之
、
及
失
位
。
犯
其
後
星
、
庶
子
惡
之
。
皆
應
以
善
事
。」
…
…
。『
河
圖
帝
覽
嬉
』
曰
、「
月

犯
心
、
亂
臣
在
旁
、
伐
國
。
期
不
出
三
年
。
其
下
有
亡
國
。
又
民
伐
其
主
。
應
之
以
善
事
已
、
殃
除
。」

『
開
元
占
經
』
卷
三
十
一
、
熒
惑
占
二
、
熒
惑
犯
東
方
七
宿
、
熒
惑
犯
角
一

　
　
（
石
氏
）
又
占
曰
、「
熒
惑
入
天
門
、
已
去
復
反
、
守
天
門
、
關
梁
不
通
。
進
以
善
事
則
亡
。」

『
開
元
占
經
』
卷
三
十
六
、
熒
惑
占
七
、
熒
惑
犯
石
氏
中
官
下
、
軒
轅
星
占
四
十
四

　
　
『
河
圖
』
曰
、「
熒
惑
入
軒
轅
中
、
復
還
守
、
應
以
善
事
則
已
。」

（
九
）『
開
元
占
經
』
卷
十
四
、
月
占
四
、
月
犯
石
氏
中
官
一

　
　

郗
萌
曰
、「
月
蝕
軒
轅
、
女
主
有
憂
。
以
官
名
、
名
之
。」

（
十
）『
乙
巳
占
』
卷
二
、
月
干
犯
中
外
宮
占
第
十

　
　

 

月
犯
軒
轅
左
右
角
、
臣
有
誅
。
乘
大
民
星
、
大
饑
、
太
后
宗
有
誅
者
。
若
有
罪
。
犯
其
端
、
臣
子
反
、
有
亂
臣
、
臣
子
失
勢
。
其
所
中
者
、
以
官
名
之
。
犯
・
乘
少

民
星
、
小
饑
、
小
流
皇
后
宗
、
有
誅
者
。
若
有
罪
。

『
乙
巳
占
』
卷
四
、五
星
干
犯
中
宮
占
第
二
十
六

　
　

木
中
・
犯
・
乘
・
守
軒
轅
大
民
星
、
大
饑
、
大
流
皇
太
后
宗
。
木
乘
・
犯
・
守
軒
轅
少
民
星
、
小
饑
、
小
流
皇
后
宗
、
有
誅
者
。
若
有
罪
戮
。

（
十
一
）『
開
元
占
經
』
卷
二
十
八
、
歲
星
占
六
、
歲
星
犯
石
氏
中
官
、
歲
星
犯
軒
轅
四
十
三

　
　
『
荊
州
占
』
曰
、「
歲
星
守
軒
轅
、
女
后
有
以
子
諍
者
。」
…
…
。『
荊
州
占
』
曰
、「
歲
星
中
・
犯
・
乘
・
守
軒
轅
左
右
角
、
皆
爲
大
臣
當
之
。」

『
乙
巳
占
』
卷
四
、五
星
干
犯
中
宮
占
第
二
十
六

　
　

木
行
犯
・
守
軒
轅
、
女
主
失
勢
。
一
曰
大
臣
當
之
、
若
有
黜
者
。
期
二
年
。

（
十
二
）『
開
元
占
經
』
卷
三
十
六
、
熒
惑
占
七
、
熒
惑
犯
石
氏
中
官
下
、
熒
惑
犯
軒
轅
四
十
四

　
　
『
雒
書
』
曰
、「
熒
惑
犯
、
若
勾
己
軒
轅
、
妃
后
內
亂
。」
…
…
。
石
氏
曰
、「
熒
惑
守
軒
轅
、
宮
中
有
放
者
。
期
百
二
十
日
。
內
赦
。」

『
乙
巳
占
』
卷
五
、
熒
惑
干
犯
中
外
宮
占
第
三
十

　
　

火
守
軒
轅
、
宮
中
有
誅
者
。
期
百
二
十
日
內
。

（
十
三
）『
開
元
占
經
』
卷
三
十
六
、
熒
惑
占
七
、
熒
惑
犯
石
氏
中
官
下
、
熒
惑
犯
軒
轅
四
十
四

　
　
『
荊
州
占
』
曰
、「
熒
惑
犯
・
乘
・
守
軒
轅
、
主
命
惡
之
。」

（
十
四
）『
開
元
占
經
』
卷
三
十
六
、
熒
惑
占
七
、
熒
惑
犯
石
氏
中
官
下
、
熒
惑
犯
軒
轅
四
十
四

　
　
『
荊
州
占
』
曰
、「
熒
惑
犯
軒
轅
女
御
、
天
子
僕
死
。
熒
惑
犯
軒
轅
、
所
中
以
官
名
、
名
之
、
皆
成
刑
。」〈『
黃
帝
』
曰
、「
成
刑
者
、
憂
喪
。」〉

（
十
五
）
玄
戈
は
北
斗
付
近
の
一
星
。
こ
の
数
句
は
衍
文
か
。

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
五
、
石
氏
中
官
占
上
一
、
玄
戈
占
五

　
　

石
氏
曰
、「
玄
戈
、
一
星
。
在
招
摇摇
北
。〈
入
氐
一
度
、
去
極
三
十
二
度
半
、
在
黃
道
內
五
十
三
度
半
。〉」
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『
開
元
占
經
』
卷
三
十
五
、
熒
惑
占
六
、
熒
惑
犯
石
氏
中
官
上
、
熒
惑
犯
玄
戈
五

　
　
『
春
秋
緯
』
曰
、「
熒
惑
逆
行
守
玄
戈
、
以
妾
爲
妻
。」

（
十
六
）『
開
元
占
經
』
卷
四
十
三
、
塡
星
占
六
、
塡
星
犯
石
氏
中
官
、
塡
星
犯
軒
轅
四
十
二

　
　
（
石
氏
）
又
占
曰
、「
塡
星
守
軒
轅
、
天
下
大
赦
。」

『
乙
巳
占
』
卷
五
、
塡
星
干
犯
中
外
宮
占
第
三
十
三

　
　

土
守
軒
轅
、
天
下
大
赦
。

（
十
七
）『
開
元
占
經
』
卷
四
十
三
、
塡
星
占
六
、
塡
星
犯
石
氏
中
官
、
塡
星
犯
軒
轅
四
十
二

　
　

甘
氏
曰
、「
塡
星
守
軒
轅
、
天
下
大
亂
、
後
宮
破
散
、
改
政
易
王
、
人
主
以
赦
除
咎
。
期
三
年
。」

『
乙
巳
占
』
卷
五
、
塡
星
干
犯
中
外
宮
占
第
三
十
三

　
　

土
守
軒
轅
、
天
下
大
亂
、
後
宮
破
散
、
改
政
易
王
、
人
主
以
赦
除
咎
。
期
三
年
。

（
十
八
）『
乙
巳
占
』
卷
六
、
太
白
入
中
外
宮
占
第
三
十
六

　
　

金
入
軒
轅
中
、
犯
乘
守
之
、
有
逆
賊
。
若
火
災
。

（
十
九
）『
續
漢
書
』
志
第
十
、
天
文
上

　
　

 

光
武
建
武
九
年
七
月
乙
丑
、
金
犯
軒
轅
大
星
。
十
一
月
乙
丑
、
金
又
犯
軒
轅
。
軒
轅
者
、
後
宮
之
官
、
大
星
爲
皇
后
。
金
犯
之
爲
失
勢
。
是
時
郭
后
、
已
失
勢
見
疏
。

後
廢
爲
中
山
太
后
、
陰
貴
人
立
爲
皇
后
。

（
二
十
）『
晉
書
』
卷
十
三
、
志
第
三
、
天
文
下
、
月
五
星
犯
列
舍

　
　

 （
青
龍
四
年
）
其
年
七
月
甲
寅
、
太
白
犯
軒
轅
大
星
。
占
曰
、「
女
主
憂
。」
景
初
元
年
、
皇
后
毛
氏
崩
。
…
…
。（
咸
康
六
年
）
六
月
乙
卯
、
太
白
犯
軒
轅
大
星
。
占

曰
、「
女
主
憂
。」
七
年
三
月
、
皇
后
杜
氏
崩
。
…
…
。（
永
和
四
年
）
七
月
、
太
白
犯
軒
轅
。
占
曰
、「
在
趙
。
及
為
兵
喪
。」
…
…
。
八
月
、
石
季
龍
太
子
宣
殺
弟
韜
、

宣
亦
死
。
…
…
。
五
年
正
月
、
石
季
龍
僭
號
稱
皇
帝
、
尋
死
。
…
…
。（
太
元
）
五
年
七
月
丙
子
、
辰
星
犯
軒
轅
。
占
曰
、「
女
主
當
之
。」
九
月
癸
未
、
皇
后
王
氏
崩
。

18
①

小
微
〈
思
消
反
上
莫
悲
反
平
〉
石
氏
曰
四
星
在
太
微
西
南
星
入
張
十
度
半
在
黃
道
内
三
度
半
弱
小
微
處
士
位
也
處
士
豪
民
也
□
□
晋
志
曰
士
火［

一
］夫

之
位
也
亦
天
子
副
主
或

曰
愽［

二
］士

官
一
曰
主
衛
掖
門
南
第
一
星
處
士
第
二
星
議
士
□
第
三
星
愽
士
第
四
星
大
夫
明
大
而
黃
則
賢
士
舉
也
月
五
星
犯
守
之
處
士
女
主
憂
宰
相
易
也
〈
大
犯
守
、
為
處
士

刑
誅
也
〉
□
微
小
則
賢
士
廢
而
忠
臣
遠
。

［
一
］「
大
」
に
作
る
。［
二
］「
博
」
に
作
る
。

18
②

小
微
〈
思
消
反
、
上
。
莫
悲
反
、
平
。〉。
石
氏
曰
、「
四
星
。
在
太
微
西
。
南
星
入
張
十
度
半
、
在
黃
道
內
三
度
半
弱
。
小
微
處
士
位
也
。」
處
士
、
豪
民
也
。『
晉
志
』
曰
、

「
士
大◯

夫
之
位
也
。
亦
天
子
副
主
。
或
曰
博○

士
官
、
一
曰
主
衞
掖
門
。
南
第
一
星
處
士
、
第
二
星
議
士
、
第
三
星
博□

士
、
第
四
星
大
夫
。
明
大
而
黃
、
則
賢
士
擧
也
。
月
・

五
星
犯
守
之
、
處
士
・
女
主
憂
、
宰
相
易
也
。」〈
火●

犯
守
、
爲
處
士
刑
誅
也
。〉「
微
小
、
則
賢
士
廢
而
忠
臣
遠
。」
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18
③

小
微
〈
思（

一
）消

の
反
、
上
。
莫（

二
）悲

の
反
、
平
。〉。
石
氏
曰
く
、「
四（

三
）星

。
太
微
の
西
に
在
り
。
南
星
は
張
に
入
る
こ
と
十
度
半
、
黃
道
の
內
三
度
半
弱
に
在
り
。
小
微
は
處

士
の
位
な
り
。」
と
。
處
士
は
、
豪
民
な
り
。『
晉
志
』
に
曰
く
、「
士（

四
）大

夫
の
位
な
り
。
亦
た
天
子
の
副
主
な
り
。
或
い
は
博
士
官
と
曰
ひ
、
一
に
掖
門
を
衞
る
を
主
る

と
曰
ふ
。
南
の
第
一
星
は
處
士
、
第
二
星
は
議
士
、
第
三
星
は
博
士
、
第
四
星
は
大
夫
。
明
か
に
大
き
く
し
て
黃
な
れ
ば
、
則
ち
賢
士
擧
げ
ら
る
る
な
り
。
月
・
五
星 

之
を
犯
守
す
れ
ば
、
處
士
・
女
主
憂
ひ
、
宰
相
易
へ
ら
る
る
な
り
。」
と
。〈
火
犯
守
す
れ
ば
、
處
士
刑
誅
せ
ら
る
と
爲
す
な
り
。〉「
微（

五
）小

な
れ
ば
、
則
ち
賢
士
廢
せ
ら
れ

て
忠
臣
遠
ざ
け
ら
る
。」
と
。

18
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
二
十
一
小
部

　
　

小
、
思
兆
反
。（
目
録
は
「
小
、
思
悄
反
。」
に
作
る
。）

※
廣
韻
は
、
小
・
兆
・
悄
、
倶
に
上
三
十
小
、
消
、
下
平
四
宵
。
本
文
の
反
切
下
字
「
消
」
は
或
い
は
「
悄
」
の
誤
か
。

（
二
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
三
十
二
彳
部

　
　

微
、
莫
悲
反
。

（
三
）『
三
家
簿
讚
』（
石
氏
星
官
簿
讚
）

　
　

少
微
四
星
在
太
微
西
、
南
北
列
。〈
少
微
四
星
、
處
十
一
位
〉

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
六
、
石
氏
中
官
、
少
微
星
占
四
十
五

　
　

石
氏
曰
、「
少
微
四
星
、
在
太
微
西
、
南
北
列
。〈
南
星
入
張
十
度
半
、
去
極
七
十
度
半
、
在
黃
道
内
三
度
半
弱
。〉」

（
四
）『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮
（
隋
志
同
文
）

　
　

 

少
微
四
星
、
在
太
微
西
、
士
大
夫
之
位
也
。
一
名
處
士
、
亦
天
子
副
主
。
或
曰
博
士
官
、
一
曰
主
衞
掖
門
。
南
第
一
星
處
士
、
第
二
星
議
士
、
第
三
星
博
士
、
第

四
星
大
夫
。
明
大
而
黃
、
則
賢
士
舉
也
。
月
・
五
星
犯
守
之
、
處
士
・
女
主
憂
、
宰
相
易
。

（
五
）『
開
元
占
經
』
卷
六
十
六
、
石
氏
中
官
、
少
微
星
占
四
十
五

　
　

石
氏
曰
、「
少
微
星
微
小
、
則
賢
士
退
而
忠
臣
廢
。」

19
①

長
恒［

一
］〈

除
良
反
禹
煩
反
〉
巫
咸
曰
四
星
在
小
微
南
〻
北
列
主
界
城
反
胡
夷
□
□
郗
萌
曰
熒
惑
出
胡
人
匈
奴
入
漢
太
白
入
之
九
卿
謀
也

［
一
］
右
旁
に
「
桓
歟
」
と
書
入
有
り
。

19
②

長
垣□

〈
除
良
反
。
禹
煩
反
。〉。
巫
咸
曰
、「
四
星
。
在
小
微
南
、
南
北
列
。
主
界
域□

及□

胡
夷
。」
郗
萌
曰
、「
熒
惑
出
、
胡
人
・
匈
奴
入
漢
。
太
白
入
之
、
九
卿
謀
也
。」

19
③

長
垣
〈
除（

一
）良

の
反
。
禹（

二
）煩

の
反
。〉。
巫
咸
曰
く
、「
四（

三
）星

。
小
微
の
南
に
在
り
、
南
北
に
列
す
。
界
域
及
び
胡
夷
を
主
る
。」
と
。
郗
萌
曰
く
、「
熒（

四
）惑

出
づ
れ
ば
、
胡
人
・
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匈
奴 

漢
に
入
る
。
太
白
之
に
入
れ
ば
、
九
卿
謀
る
な
り
。」
と
。

19
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
二
十
九
長
部

　
　

長
、
除
良
反
。

（
二
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
二
土
部

　
　

垣
、
禹
煩
反
。

（
三
）『
三
家
簿
讚
』（
巫
咸
星
官
簿
讚
）

　
　

長
垣
四
星
、
在
少
微
南
、
〻
北
列
。〈
〻
〻
四
星
、
城
邑
相
苞
。〉

『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮
（
隋
志
同
文
）

　
　
（
少
微
）
南
四
星
曰
長
垣
、
主
界
域
及
胡
夷
。
熒
惑
入
之
、
胡
入
中
國
。
太
白
入
之
、
九
卿
謀
。

『
開
元
占
經
』
卷
七
十
、
巫
咸
中
外
官
、
長
垣
星
占
六

　
　

巫
咸
曰
、「
長
垣
四
星
、
在
少
微
西
、
南
北
列
。」

　
　
『
合
誠
圖
』
曰
、「
長
垣
主
界
域
。」

（
四
）
注
（
二
）
所
引
『
晉
書
』
天
文
志
を
参
照
。

『
開
元
占
經
』
卷
三
十
七
、
熒
惑
占
八
、
熒
惑
犯
巫
咸
中
外
官
四
、
熒
惑
犯
長
垣
一

　
　

郗
萌
曰
、「
熒
惑
入
長
垣
、
敵
人
入
中
國
。
出
長
垣
、
則
出
。」『
玉
曆
』
曰
、「
熒
惑
入
長
垣
、
若
守
之
、
匈
奴
入
漢
國
。
敵
人
四
夷
若
皆
出
。
期
一
年
。」

『
開
元
占
經
』
卷
五
十
二
、
太
白
占
八
、
太
白
犯
巫
咸
外
官
四
、
太
白
犯
長
垣
一

　
　

感
精
符
曰
、「
太
白
入
長
垣
、
三
公
・
九
卿
謀
。
主
兵
大
起
、
天
下
亂
。
王
者
有
憂
。」

20
①

霊
臺
〈
力
丁
反
徒
来
反
〉
甘
德
曰
三
星
在
明
臺
西
觀
臺
也
□
□
□
主
觀
雲
物
察
符
瑞
候
灾
變
也
。

20
②

靈
臺
〈
力
丁
反
。
徒
來
反
。〉。
甘
德
曰
、「
三
星
。
在
明
堂□

西
。
觀
臺
也
。
主
觀
雲
物
、
察
符
瑞
、
候
灾
變
也
。」

20
③

靈
臺
〈
力（

一
）丁

の
反
。
徒（

二
）來

の
反
。〉。
甘
德
曰
く
、「
三（

三
）星

。
明
臺
の
西
に
在
り
。
觀
臺
な
り
。
雲
物
を
觀
、
符
瑞
を
察
し
、
灾
變
を
候
す
る
を
主
る
な
り
。」
と
。

20
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
十
八
巫
部

　
　

靈
、
力
丁
反
。

（
二
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
二
十
六
至
部
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臺
、
住
來
反
。（
上
田
正
『
玉
篇
反
切
総
覧
』
は
「
徒
來
反
。」
に
作
る
。）

（
三
）『
三
家
簿
讚
』（
甘
氏
星
官
簿
讚
）

　
　

靈
臺
三
星
、
在
明
堂
西
南
。〈
〻
〻
、
孝
府
。
居
高
察
微
。〉

『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮
（
隋
志
同
文
）

　
　

明
堂
西
三
星
曰
靈
臺
。
觀
臺
也
。
主
觀
雲
物
、
察
符
瑞
、
候
災
變
也
。

21
①

明
堂
〈
靡
京
反
徒
郎
反
〉
甘
德
曰
三
星
在
大
微
西
南
角
外
天
子
布
政
之
宮
也

21
②

明
堂
〈
靡
京
反
。
徒
郎
反
。〉。
甘
德
曰
、「
三
星
。
在
大
微
西
南
・
角
外
。
天
子
布
政
之
宮
也
。」

21
③

明
堂
〈
靡（

一
）京

の
反
。
徒（

二
）郎

の
反
。〉。
甘
德
曰
く
、「
三（

三
）星

。
大
微
の
西
南
・
角
の
外
に
在
り
。
天
子
布
政
の
宮
な
り
。」
と
。

21
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
二
十
明
部

　
　

明
、
靡
京
反
。

（
二
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
二
土
部

　
　

堂
、
達
當
反
。

『
大
宋
重
修
廣
韻
』
下
平
聲
十
一
唐

　
　

徒
郎
切
。

※
廣
韻
は
、
堂
・
郎
・
當
、
倶
に
下
平
十
一
唐
。

（
三
）『
三
家
簿
讚
』（
甘
氏
星
官
簿
讚
）

　
　

明
堂
三
星
、
在
太
微
西
南
・
角
外
。〈
〻
〻
、
顯
化
崇
、
進
孝
慈
。〉

『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮
（
隋
志
無
其
字
、
宮
下
有
也
字
）

　
　
（
太
微
）
其
西
南
・
角
外
三
星
曰
明
堂
、
天
子
布
政
之
宮
。

紙
幅
の
都
合
上
、
22
大
微
は
次
稿
に
載
す
。
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23
①

五
帝
〈
語
戸
反
上
丁
細
反
去
〉
石
氏
曰
五
星
在
大
微
中
〻
央
星
入
翼
九
度
半
去
極
六
十
三
度
半
在
黃
道
内
十
度
大
也
位
色
各
殊
中
大
星
黃
帝
精
四
星
四
帝
神
也
□
□
劉
表

曰
黃
帝
坐
明
大
則
天
子
吉
壽
威
令
行
微
小
則
為
威
令
不
行
㔟
在
臣
下
若
不
明
人
主
疾
求
賢
士
以
輔
治
不
然
奪
㔟
月
犯
天
下
有
丧丧
大
人
易
若
出
坐
之
北
為
大
禍
出
坐
之
南
為

小
禍
若
近
之
大
臣
謀
乱
禍
不
成
之
也

23
②

五
帝
〈
語
戸
反
、
上
。
丁
細
反
、
去
。〉
石
氏
曰
、「
五
星
。
在
大
微
中
。
中
央
星
入
翼
九
度
半
、
去
極
六
十
三
度
半
、
在
黃
道
內
十
度
太
也
。
位
色
各
殊
、
中
大
星
黃
帝

精
、
四
星
四
帝
神
也
。」
劉
表
曰
、「
黃
帝
坐
明
大
、
則
天
子
吉
壽
、
威
令
行
。
微
小
、
則
爲
威
令
不
行
、
勢
在
臣
下
。
若
不
明
、
人
主
疾
求
賢
士
、
以
輔
治
。
不
然
、
奪

勢
。
月
犯
、
天
下
有
喪
、
大
人
易
。
若
出
坐
之
北
、
爲
大
禍
、
出
坐
之
南
、
爲
小
禍
。
若
近
之
、
大
臣
謀
亂
、
禍
不
成
。
之
也
。

23
③

五
帝
〈
語（

一
）戸

の
反
、
上
。
丁（

二
）細

の
反
、
去
。〉
石
氏
曰
く
、「
五（

三
）星

。
大
微
の
中
に
在
り
。
中
央
星
は
翼
に
入
る
こ
と
九
度
半
、
極
を
去
る
こ
と
六
十
三
度
半
、
黃
道
の
內

に
在
る
こ
と
十
度
太
な
り
。
位
色
各
〻
殊
な
り
、
中
の
大
星
は
黃
帝
の
精
、
四
星
は
四
帝
の
神
な
り
。」
と
。
劉
表
曰
く
、「
黃（

四
）帝

坐
明
か
に
し
て
大
な
れ
ば
、
則
ち
天
子

は
吉
壽
、
威
令
は
行
は
る
。
微
小
な
れ
ば
、
則
ち
威
令
は
行
は
れ
ず
、
勢
は
臣
下
に
在
り
と
爲
す
。
若
し
明
ら
か
な
ら
ざ
れ
ば
、
人
主
疾と

く
賢
士
を
求
め
、
以
て
治
を
輔

せ
し
む
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
勢
を
奪
は
る
。」
と
。
月（

五
）犯

せ
ば
、
天
下
に
喪
有
り
、
大
人
易
は
る
。
若（

六
）し

坐
の
北
に
出
づ
れ
ば
、
大
禍
と
爲
し
、
坐
の
南
に
出
づ
れ
ば
、
小

禍
と
爲
す
。
若
し
之
に
近
づ
け
ば
、
大
臣
亂
を
謀
る
も
、
禍
成
ら
ず
。
之
な
り
。

23
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
三
十
五
部

　
　

五
、
吾
鼓
反
。（
目
録
も
同
じ
）

※
廣
韻
は
、
五
・
戸
・
鼓
、
倶
に
上
十
姥
。

（
二
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
一
上
部

　
　

帝
、
都
麗
反
。

※
廣
韻
は
、
帝
・
細
・
麗
、
倶
に
去
十
二
霽
。

（
三
）『
三
家
簿
讚
』（
石
氏
星
官
簿
讚
）

　
　

黃
帝
坐
、
一
星
、
在
大
微
中
。〈
黃
帝
、
土
德
位
常
存
。〉

　
　

四
帝
坐
、
四
星
、
夾
黃
帝
坐
。〈
四
帝
坐
、
位
色
各
殊
。〉

『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮
（
隋
志
略
同
文
）

　
　

黃
帝
坐
、
在
太
微
中
、
含
樞
紐
之
神
也
。
天
子
動
得
天
度
、
止
得
地
意
、
從
容
中
道
、
則
太
微
五
帝
坐
明
以
光
。

（
四
）『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮
（
隋
志
同
文
）

　
　

黃
帝
坐
不
明
、
人
主
求
賢
士
、
以
輔
法
。
不
然
、
則
奪
勢
。

（
五
）『
開
元
占
經
』
卷
十
四
、
月
占
四
、
月
犯
石
氏
中
官
一

─375（60）─
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石
氏
曰
、「
月
犯
黃
帝
座
、
大
人
憂
。
其
中
黃
帝
座
、
大
人
易
、
天
下
亂
。
…
…
『
黃
帝
占
』
曰
、「
月
犯
四
帝
座
、
天
下
有
喪
。」

（
六
）『
開
元
占
經
』
卷
十
四
、
月
占
四
、
月
犯
石
氏
中
官
一

　
　
『
帝
覽
嬉
』
曰
、「
月
出
黃
帝
座
之
北
、
禍
之
大
、
出
其
南
、
禍
之
小
。
若
近
之
、
大
臣
謀
亂
、
禍
不
成
。」

24
①

屏
〈
俾
井
反
上
〉
石
氏
曰
四
星
在
坐
南
西
星
入
翼
七
度
去
極
七
十
二
度
半
也
□
□
屏
所
以
壅
蔽
帝
庭
也
故
防
執
法
〻
〻
主
刾刾
舉
〈
守
曰
御
史
庭
尉
之
象
故
主
刾刾
舉
者
也
〉

晋
志
曰
臣
尊
敬
君
上
則
光
□
□
劉
表
曰
屏
四
輔
〻
〻
星
去
失
君
臣
礼
臣
有
誅
也

24
②

屛
〈
俾
井
反
、
上
。〉
石
氏
曰
、「
四
星
。
在
坐
南
。
西
星
入
翼
七
度
、
去
極
七
十
二
度
半
也
。
屛
所
以
壅
蔽
帝
庭
也
。
故
防
執
法
。
執
法
主
刺
擧
〈
守
曰
、「
御
史
・
廷●

尉
之
象
、
故
主
刺
擧
者
也
。」〉。」『
晉
志
』
曰
、「
臣
尊
敬
君
上
、
則
光
。」
劉
表
曰
、「
屛
、
四
輔
。
四
輔
星
去
、
失
君
臣
禮
、
臣
有
誅
也
。」

24
③

屛
〈
俾（

一
）井

の
反
、
上
。〉
石
氏
曰
く
、「
四（

二
）星

。
坐
の
南
に
在
り
。
西
星
は
翼
に
入
る
こ
と
七
度
、
極
を
去
る
こ
と
七
十
二
度
半
な
り
。
屛
は
帝
庭
を
壅
蔽
す
る
所
以
な
り
。

故
に
執
法
を
防ま

も

る
。
執
法
は
刺
擧
を
主
る
〈
守
曰
く
、「
御
史
・
廷
尉
の
象
、
故
に
刺
擧
を
主
る
者
な
り
。」
と
。〉。」
と
。『
晉
志
』
に
曰
く
、「
臣（

三
） 

君
上
を
尊
敬
す
れ
ば
、

則
ち
光
く
。」
と
。
劉
表
曰
く
、「
屛（

四
）は

、
四
輔
な
り
。
四
輔
星
去
れ
ば
、
君
臣
の
禮
を
失
し
、
臣
に
誅
せ
ら
る
る
有
る
な
り
。」
と
。

24
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
十
一
尸
部

　
　

屛
、
俾
領
反
。

※
廣
韻
は
、
屛
・
井
・
領
、
倶
に
上
四
十
靜
。

（
二
）『
三
家
簿
讚
』（
石
氏
星
官
簿
讚
）

　
　

屛
、
四
星
、
在
黃
帝
坐
南
。〈
屛
星
、
執
法
主
刺
擧
。〉

『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮
（
隋
志
同
文
）

　
　

屛
、
四
星
、
在
端
門
之
內
、
近
右
執
法
。
屛
所
以
壅
蔽
帝
庭
也
。
執
法
主
刺
擧
。
臣
尊
敬
君
上
、
則
星
光
明
潤
澤
。

（
三
）
注
（
二
）
所
引
『
晉
書
』
天
文
志
を
参
照
。

（
四
）『
開
元
占
經
』
卷
六
十
九
、
甘
氏
中
官
占
一
、四
輔
星
占
二

　
　

郗
萌
曰
、「
四
輔
去
、
君
臣
失
禮
、
輔
臣
有
誅
者
。」

※
甘
氏
中
官
の
四
輔
は
北
極
近
辺
の
星
で
あ
り
、
屛
と
は
無
関
係
。
屏
を
四
輔
と
す
る
他
の
例
は
未
詳
で
あ
る
が
、
甘
氏
中
官
の
四
輔
以
外
に
も
太
微
の
東
西
の
次
相
・

次
將
も
「
太
微
東
西
蕃
四
輔
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
有
り
、『
開
元
占
經
』
に
は
双
方
の
月
占
・
五
星
占
に
「
臣
有
誅
者
」「
君
臣
失
禮
」
若
し
く
は
そ
れ
に
類
似
す
る
占

辞
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

─374（61）─
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25
①者

（［
一
］）〈
於
□
反
入
諸
野
反
上
〉
甘
氏
曰
一
星
在
執
法
東
北
主
讃
賔賔
客
也

［
一
］

字
の
右
旁
に
「
謁
歟
」
と
書
入
有
り
。

25
②

謁◯

者
〈
於
□
反
、
入
。
諸
野
反
、
上
。〉
甘
氏
曰
、「
一
星
。
在
執
法
東
北
。
主
讚
賓
客
也
。」

25
③

謁
者
〈
於（

一
）□

の
反
、
入
。
諸（

二
）野

の
反
、
上
。〉
甘
氏
曰
く
、「
一（

三
）星

。
執
法
の
東
北
に
在
り
。
賓
客
を
讚た

す

く
る
を
主
る
な
り
。」
と
。

25
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
九
言
部

　
　

謁
、
於
歇
反
。

※
廣
韻
は
、
謁
・
歇
、
倶
に
入
十
月
。

（
二
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
四
𪞶𪞶
部

　
　

者
、
諸
野
反
。

（
三
）『
三
家
簿
讚
』（
甘
氏
星
官
簿
讚
）

　
　

謁
者
、
一
星
、
在
左
執
法
東
北
。

『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮
（
隋
志
同
文
）

　
　

左
執
法
東
北
一
星
、
曰
謁
者
、
主
贊
賓
客
也
。

『
天
文
要
錄
』
卷
四
十
八
、四
十
六
謁
者

　
　

齊
甘
德
曰
、「
謁
者
、
一
星
、
在
左
執
法
東
北
。
謁
者
主
衞
使
治
脩
也
。」

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
九
、
甘
氏
中
官
占
五
、
謁
者
星
占
四
十
六

　
　

甘
氏
曰
、「
謁
者
、
一
星
、
在
左
執
法
北
。
主
讚
謁
之
官
也
。」

26
①

三
公
〈
思
甘
反
古
紅
反
〉
甘
氏
曰
三
星
在
謁
者
東
北
主
輔
德
也
内
坐
朝
會
之
所
居
也

26
②

三
公
〈
思
甘
反
。
古
紅
反
。〉
甘
氏
曰
、「
三
星
。
在
謁
者
東
北
。
主
輔
德
也
。
內
坐
、
朝
會
之
所
居
也
。」

26
③

三
公
〈
思（

一
）甘

の
反
。
古（

二
）紅

の
反
。〉
甘
氏
曰
く
、「
三（

三
）星

。
謁
者
の
東
北
に
在
り
。
德
を
輔
く
を
主
る
な
り
。
內
坐
な
り
、
朝
會
の
居
る
所
な
り
。」
と
。
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26
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
一
三
部

　
　

三
、
思
甘
反
。（
目
録
は
「
三
、
蘓
甘
反
。」
に
作
る
。）

（
二
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
三
十
八
部

　
　

公
、
古
紅
反
。

（
三
）『
三
家
簿
讚
』（
甘
氏
星
官
簿
讚
）

　
　

三
公
內
座
、
三
星
、
在
謁
者
東
北
。

『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮
（
隋
志
同
文
）

　
　

謁
者
東
北
三
星
、
曰
三
公
內
坐
、
朝
會
之
所
居
也
。

『
天
文
要
錄
』
卷
四
十
八
、四
十
七
三
公
內
座

　
　

齊
甘
德
曰
、「
三
公
內
坐
、
三
星
、
在
謁
者
東
北
。
三
公
主
文
德
象
脩
也
。
主
五
穀
。」

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
九
、
甘
氏
中
官
占
五
、三
公
內
座
星
占
四
十
七

　
　

甘
氏
曰
、「
三
公
內
座
、
三
星
、
在
謁
者
東
北
。
朝
會
・
宴
私
之
所
也
。」

27
①

九
卿
〈
居
婦
反
上
慶
呈
反
平
〉
甘
氏
曰
三
星
在
三
公
北
主
獄
獻
諆
内
坐
主
治
万
事
也

27
②

九
卿
〈
居
婦
反
、
上
。
慶
呈
反
、
平
。〉
甘
氏
曰
、「
三
星
。
在
三
公
北
。
主
獄
獻
諆
。
內
坐
、
主
治
萬
事
也
。」

27
③

九
卿
〈
居（

一
）婦

の
反
、
上
。
慶（

二
）呈

の
反
、
平
。〉
甘
氏
曰
く
、「
三（

三
）星

。
三
公
の
北
に
在
り
。
獄
を
主
り
諆
を
獻
ず
。
內
坐
な
り
、
萬
事
を
治
む
る
を
主
る
な
り
。」
と
。

27
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
三
十
九
部

　
　

九
、
居
有
反
。

※
廣
韻
は
、
九
・
婦
・
有
、
倶
に
上
四
十
四
有
。

（
二
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
二
十
八
𠨍𠨍
部

　
　

𠨍𠨍
、
吉
京
反
。

※
廣
韻
は
、
卿
・
京
、
倶
に
下
平
十
二
庚
、
呈
、
下
平
十
五
淸
・
去
四
十
五
勁
。
本
文
の
反
切
下
字
の
「
呈
」
は
或
い
は
卿
・
京
と
同
韻
の
「
挰挰
」
の
誤
か
。

（
三
）『
三
家
簿
讚
』（
甘
氏
星
官
簿
讚
）

　
　

九
卿
內
座
、
三
星
、
在
三
公
西
北
。
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『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮
（
隋
志
同
文
）

　
　

三
公
北
三
星
曰
九
卿
內
坐
、
主
治
萬
事
。

『
天
文
要
錄
』
卷
四
十
八
、四
十
八
九
卿
內
座

　
　

齊
甘
德
曰
、「
九
卿
內
座
、
三
星
、
在
三
公
西
北
。
主
書
武
官
也
。
主
兵
官
食
衞
也
。」

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
九
、
甘
氏
中
官
占
五
、九
卿
內
座
星
占
四
十
八

　
　

甘
氏
曰
、「
九
卿
內
座
、
三
星
、
在
三
公
北
。」『
甘
氏
讚
』
曰
、「
三
公
・
九
卿
讚
謁
者
・
諸
侯
。」

28
①

諸
侯
〈
者
居
反
平
胡
溝
反
平
〉
甘
氏
曰
五
星
星
在
九
卿
西
主［

一
］衞

國
□
晋
志
曰
内
侍
天
子
不
之
國
也
禮
緯
曰
辟
雍
禮
脩
和
服
則
星
明
順
之
也

［
一
］
底
本
は
記
し
た
文
字
に
見
せ
消
ち
を
付
し
右
旁
に
「
主
」
と
書
入
れ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、尊
經
閣
本
は
本
文
に
「
主
」
と
記
し
て
見
せ
消
ち
や
書
入
も
無
い
た
め
、

底
本
抄
寫
の
際
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。

28
②

諸
侯
〈
者
居
反
、
平
。
胡
溝
反
、
平
。〉
甘
氏
曰
、「
五
星
。
星
在
九
卿
西
。
主
衞
國
。」『
晉
志
』
曰
、「
內
侍
天
子
、
不
之
國
也
。」『
禮
緯
』
曰
、「
辟
雍
禮
脩
和
服
、
則

星
明
順
之
也
。」

28
③

諸
侯
〈
者（

一
）居

の
反
、
平
。
胡（

二
）溝

の
反
、
平
。〉
甘
氏
曰
く
、「
五（

三
）星

。
星 

九
卿
の
西
に
在
り
。
國
を
衞
る
を
主
る
。」
と
。『
晉
志
』
に
曰
く
、「
天（

四
）子

に
內
侍
し
、
國
に
之

か
ざ
る
な
り
。」
と
。『
禮
緯
』
に
曰
く
、「
辟（

五
）雍

の
禮
脩
ま
り
和
し
服
せ
ば
、
則
ち
星
明
か
な
り
て
之
に
順
ふ
な
り
。」
と
。

28
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
九
言
部

　
　

諸
、
主
餘
反
。

※
廣
韻
は
、
諸
・
居
・
餘
、
倶
に
上
平
九
魚
。

（
二
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
十
七
矢
部

　
　

侯
、
胡
溝
反
。

（
三
）『
三
家
簿
讚
』（
甘
氏
星
官
簿
讚
）

　
　

內
五
諸
侯
、
五
星
、
在
九
卿
西
。

『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮
（
隋
志
略
同
文
）

　
　

九
卿
西
五
星
曰
內
五
諸
侯
。
內
侍
天
子
、
不
之
國
也
。
辟
雍
之
禮
得
、
則
太
微
・
諸
侯
明
。

『
天
文
要
錄
』
卷
四
十
八
、四
十
九
内
五
諸
侯

　
　

齊
甘
德
曰
、「
內
五
諸
侯
、
五
星
、
在
九
卿
西
北
。
主
五
陳
發
門
也
。」
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『
開
元
占
經
』
卷
六
十
九
、
甘
氏
中
官
占
五
、
内
五
諸
侯
星
四
十
九

　
　

甘
氏
曰
、「
內
五
諸
侯
、
五
星
、
在
九
卿
西
。」
又
曰
、「
五
諸
侯
衞
國
、
故
列
在
帝
庭
。」

（
四
）
注
（
三
）
所
引
『
晉
書
』
天
文
志
を
参
照
。

（
五
）
注
（
三
）
所
引
『
晉
書
』
天
文
志
も
参
照
。

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
九
、
甘
氏
中
官
占
五
、
内
五
諸
侯
星
四
十
九

　
　
『
禮
緯
』
曰
、「
辟
雍
之
禮
得
穆
穆
皇
皇
和
服
、
則
太
微
・
諸
侯
明
也
。」

29
①

太
子
〈
他
頼
反
去
咨
理
反
上
〉
甘
氏
曰
一
星
在
帝
坐
北
侍
席
後
隅
□
晋
志
曰
太
子
帝
儲
也

29
②

太
子
〈
他
賴
反
、
去
。
咨
理
反
、
上
。〉
甘
氏
曰
、「
一
星
。
在
帝
坐
北
。
侍
席
後
隅
。」『
晉
志
』
曰
、「
太
子
、
帝
儲
也
。」

29
③

太
子
〈
他（

一
）賴

の
反
、
去
。
咨（

二
）理

の
反
、
上
。〉
甘
氏
曰
く
、「
一（

三
）星

。
帝
坐
の
北
に
在
り
。
後
隅
に
侍
席
す
。」
と
。『
晉
志
』
に
曰
く
、「
太（

四
）子

は
、
帝
の
儲
な
り
。」
と
。

29
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
二
十
一
大
部

　
　

太
、
他
賴
反
。

（
二
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
三
十
子
部

　
　

子
、
咨
似
反
。（
目
録
は
「
子
、
次
似
反
」
に
作
る
。）

※
廣
韻
は
、
子
・
理
・
似
、
倶
に
上
六
止
。

（
三
）『
三
家
簿
讚
』（
甘
氏
星
官
簿
讚
）

　
　

太
子
、
一
星
、
在
帝
坐
北
。

『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮
（
隋
志
同
文
）

　
　

五
帝
坐
北
一
星
曰
太
子
、
帝
儲
也
。

『
天
文
要
錄
』
卷
四
十
八
、五
十
太
子

　
　

齊
甘
德
曰
、「
太
子
、
一
星
、
在
帝
坐
北
、
侍
坐
也
。」

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
九
、
甘
氏
中
官
占
五
、
太
子
星
占
五
十

　
　

甘
氏
曰
、「
太
子
、
一
星
、
在
帝
座
北
。」

（
四
）
注
（
三
）
所
引
『
晉
書
』
天
文
志
を
参
照
。
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30
①

幸
臣
〈
莖
□
反
上
時
仁
反
平
〉
甘
氏
曰
一
星
在
帝
坐
東
北
侍
席
後
隅

30
②

幸
臣
〈
莖
□
反
、
上
。
時
仁
反
、
平
。〉
甘
氏
曰
、「
一
星
。
在
帝
坐
東
北
。
侍
席
後
隅
。」

30
③

幸
臣
〈
莖（

一
）□

の
反
、
上
。
時（

二
）仁

の
反
、
平
。〉
甘
氏
曰
く
、「
一（

三
）星

。
帝
坐
の
東
北
に
在
り
。
後
隅
に
侍
席
す
。」
と
。

30
④

（
一
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
二
十
一
夭
部

　
　

𡴘𡴘
、
核
耿
反
。

※
廣
韻
は
、
幸
・
耿
、
倶
に
上
三
十
九
耿
。

（
二
）『
篆
隷
萬
象
名
義
』
卷
第
三
臣
部

　
　

臣
、
時
仁
反
。（
目
録
も
同
じ
）

（
三
）『
三
家
簿
讚
』（
甘
氏
星
官
簿
讚
）

　
　

幸
臣
、
一
星
、
在
帝
坐
東
北
。〈
右
五
官
與
幸
臣
、
侍
後
陬
。〉

※
右
五
官
は
三
公
・
九
卿
・
內
五
諸
侯
・
三
老
・
太
子
を
指
す
。

『
晉
書
』
卷
十
一
、
天
文
志
上
、
中
宮
（
隋
志
同
文
）

　
　

帝
坐
東
北
一
星
、
曰
幸
臣
。

『
天
文
要
錄
』
卷
四
十
八
、五
十
三
幸
臣

　
　

齊
甘
德
曰
、「
幸
臣
、
一
星
、
在
帝
坐
東
北
。
侍
坐
後
聚
。
凡
三
公
・
九
卿
・
謁
者
讚
諸
侯
・
太
子
・
幸
臣
、
皆
无
占
列
辭
。」

『
開
元
占
經
』
卷
六
十
九
、
甘
氏
中
官
占
五
、
幸
臣
占
五
十
二

　
　

甘
氏
曰
、「
幸
臣
、
一
星
、
在
帝
座
東
北
。」『
甘
氏
讚
』
曰
、「
太
子
、
幸
臣
侍
座
後
聚
。」

─369（66）─


